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 審
議
の
透
明
・
市
民
に
開
か
れ
た
議
会
、

自
由
闊
達
な
討
議
、
政
策
討
論
会
等 
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昨
年
６
月
の
定
例
会
に
お
い
て
可
決
し
た
議
会
基
本
条
例
が
議
会
改
選
後
の

１
１
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
条
例
は
、
全
国
で
５
０
０
以
上
の
市

で
制
定
さ
れ
、
市
議
会
の
３
分
の
１
を
超
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
よ
う
な
議
会
改
革
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
依
然
と
し
て
議
会
へ
の
関

心
が
低
調
な
議
会
と
住
民
の
意
識
の
ズ
レ
を
な
く
し
、
市
民
参
加
の
議
会
づ
く

り
の
契
機
に
し
た
い
と
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
是
非
、
有
効
に
活
用
く
だ
さ
い
。 

  

 
 

【
条
例
の
構
成
】 

前
文 

第
１
章 

総
則
（
第
１
条
・
第
２
条
） 

第
２
章 

議
会
の
活
動
原
則 

 
 
 
 

（
第
３
条
～
第
５
条
） 

第
３
章 
議
員
の
活
動
原
則 

 
 
 
 

（
第
６
条
～
第
８
条
） 

第
４
章 

市
民
と
議
会
の
関
係 

 
 
 
 

（
第
９
条
～
第
１
２
条
） 

第
５
章 

議
会
と
市
長
等
の
関
係 

 
 
 
 

（
第
１
３
条
～
第
１
５
条
） 

第
６
章 

委
員
会 

 
 
 
 

（
第
１
６
条
） 

第
７
章 

政
務
活
動
費 

 
 
 
 

（
第
１
７
条
） 

第
８
章 

議
会
の
体
制
整
備 

 
 
 
 

（
第
１
８
条
～
第
２
４
条
） 

第
９
章 

議
員
報
酬
お
よ
び
議
員
定

数
の
見
直
し 

 
 
 
 

（
第
２
５
条
・
第
２
６
条
） 

第
１
０
条 

最
高
規
範
性
お
よ
び
見

直
し
手
続
き 

 
 
 
 

（
第
２
７
条
・
第
２
８
条
） 

 

 議
会
基
本
条
例
の
理
念
、
定
義
等 

 議
員
の
責
務
、
政
治
倫
理
、
会
派
等 

 
議
会
の
公
開
、
学
識
経
験
者
の
招
致
、

議
会
報
告
会
、
請
願
、
陳
情
等 

 
一
問
一
答
、
市
長
の
反
問
権
、
議
決
事

件
の
追
加
等 

 
説
明
責
任 

 
事
務
局
、
図
書
室
、
付
属
機
関
、
議
会

広
報
、
研
修
、
財
政
上
の
措
置
等 

 
付
属
機
関
の
設
置 

 
最
高
の
規
範
、
四
年
に
一
回
見
直
し 

 

 

本
年
１
月
１
日
付
け
で
、
新
会
派
「
政
策
研
究
会
マ
イ
バ
ラ
」
が
、
今
ま
で
無
会

派
だ
っ
た
新
人
議
員
７
名
で
結
成
さ
れ
ま
し
た
。
代
表
は
堀
江
議
員
で
す
。
ま
た
中

川
松
雄
議
員
は
創
政
ク
ラ
ブ
に
加
入
し
ま
し
た
。
新
人
に
よ
る
新
会
派
に
つ
い
て
今

後
の
市
民
本
位
の
議
会
革
新
の
た
め
積
極
的
な
活
動
を
期
待
し
ま
す
。
ま
た
共
産
党

議
員
団
と
し
て
は
一
致
す
る
課
題
で
の
協
力
、
共
同
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
の
結
果
、
日
本
共
産
党
議
員
団
３
名
、
政
策
研
究
会
マ
イ
バ
ラ
７
名
（
今
中
、

澤
井
、
竹
中
、
中
川
雅
、
堀
江
、
山
本
、
吉
田
）
創
政
ク
ラ
ブ
６
名
（
的
場
、
中
川

松
、
音
居
、
北
村
喜
代
隆
、
前
川
、
松
宮
）
清
風
ク
ラ
ブ
３
名
（
北
村
喜
代
信
、
鍔

田
、
滝
本
）
無
所
属
１
名
（
松
崎
）
と
な
り
ま
す
。 


